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河
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平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
保
有
す
る
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
の
物
品
管
理
簿
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
が
保
有
す
る
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
の
物
品
管
理
簿
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
た
範
囲
で
は
、
平
成
十
九
年
三
月
十
四
日
に
ア
ル
ベ
ー
ル
ビ
シ
ョ
ウ
・
ド
メ
ー
ヌ
パ
ヴ
ィ
ヨ

ン
・
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
・
シ
ャ
ル
ド
ネ
二
〇
〇
二
を
購
入
し
、
そ
の
価
格
は
千
五
百
八
十
五
円
で
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
物
品
に
係
る
物
品
管
理
簿
に
つ
い
て
は
、
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三

号
）
等
の
関
連
法
令
上
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
記
載
又
は
記
録
し
て
お
り
、
適
正
に
作
成
し
て
い
る
。
同
簿
は
電
子
的
に
作

成
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
購
入
価
格
は
記
載
又
は
記
録
し
て
い
な
い
。


